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総
合
防
災
訓
練
は
、
こ
れ
ま
で
本

庁
地
区
で
の
開
催
で
し
た
が
、
総
合

支
所
管
内
で
の
災
害
対
策
を
強
化
す

る
た
め
、
今
年
度
は
、
各
総
合
支
所

管
内
で
開
催
し
ま
す
。

　

今
年
は
昭
和
53
年
に
発
生
し
た
宮

城
県
沖
地
震
か
ら
30
年
目
を
迎
え
る

中
、
先
の
北
部
連
続
地
震
で
被
災
し

た
河
南
地
区
を
主
会
場
と
し
て
、
各

種
訓
練
を
実
施
し
ま
す
の
で
、
皆
さ

ん
の
参
加
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
日　

時　

６
月
12
日
㈭　
　
　
　

　
　
　
　
　

午
前
９
時
30
分
～

◆
主
会
場　

河
南
地
区　

遊
楽
館

※
午
前
９
時
30
分
に
サ
イ
レ
ン
を
鳴
ら
し

ま
す
。

○
主
会
場
以
外
の
防
災
訓
練

・
雄
勝
地
区　

6
月
8
日
㈰　

午
前

9
時
～　

雄
勝
地
区
全
域
（
重
点

地
区　

熊
沢
・
羽
坂
・
桑
浜
）

・
桃
生
地
区　

6
月
8
日
㈰　

午
前

9
時
30
分
～　

桃
生
地
区
全
域

・
北
上
地
区　

6
月
8
日
㈰　

午
前

9
時
～　

北
上
地
区
全
域
（
重
点

地
区　

大
室
・
小
室
）

・
牡
鹿
地
区　

6
月
1
日
㈰　

午
前

9
時
～　

牡
鹿
地
区
全
域

・
本
庁
地
区　

6
月
12
日
㈭　

午
前

9
時
～　

荻
浜
地
区
全
域

※
各
地
区
と
も
に
訓
練
開
始
時
に
サ
イ
レ

ン
を
鳴
ら
し
ま
す
。

※
河
北
地
区
は
、7
月
以
降
に
開
催
予
定
で
す
。

問　

防
災
対
策
課
（
内
線
397
）

総
合
防
災
訓
練
を
実
施
し
ま
す

　
　
　

 

～
昭
和
53
年
に
発
生
し
た

宮
城
県
沖
地
震
か
ら
30
年
目
を
迎
え
ま
す
～

　

施
設
入
所
や
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
利

用
時
の
食
費
・
居
住
費
が
減
額
さ
れ

る
、
現
在
使
用
中
の
「
介
護
保
険
負

担
限
度
額
認
定
証
（
紫
色
）」
の
有

効
期
限
は
６
月
30
日
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　

こ
の
認
定
証
の
更
新
受
け
付
け
は
、

７
月
１
日
㈫
か
ら
行
う
予
定
で
す
。

　

詳
し
く
は
６
月
下
旬
に
、
自
宅
ま

た
は
入
所
施
設
へ
「
更
新
案
内
」
と

「
申
請
書
」
を
郵
送
致
し
ま
す
の
で
、

そ
ち
ら
を
ご
覧
の
上
、
手
続
き
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
新
規
申
請
に
つ
い
て
は
、

随
時
、
受
け
付
け
を
し
て
い
ま
す
。

問　

介
護
保
険
課
（
内
線
300
・
301
）・

　
　

各
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

負
担
限
度
額
認
定
証
の
更
新
受
付
は

７
月
に
な
っ
て
か
ら
で
す

介
護

保
険

児
童
手
当
受
給
者
の
皆
さ
ん
へ

「
現
況
届
」
の
提
出
を
忘
れ
ず
に

　
「
現
況
届
」
は
前
年
の
所
得
と
現

在
の
養
育
状
況
を
調
べ
る
も
の
で
、

こ
れ
を
怠
る
と
６
月
分
か
ら
支
給
で

き
な
く
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

　

現
在
、
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い

る
方
に
は
、
必
要
書
類
を
郵
送
し
ま

す
の
で
、
指
定
さ
れ
た
日
に
必
ず
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
昨
年
度
の
「
現
況
届｣

で

認
定
さ
れ
な
か
っ
た
方
も
、
昨
年
中

の
所
得
状
況
に
よ
り
、
認
定
さ
れ
る

場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の

健
康
保
険
証
、
国
民
年
金
の
方
は

年
金
手
帳
、
申
請
者
名
義
の
預
金

通
帳
、
印
か
ん

※
転
入
さ
れ
た
方
は
、
平
成
20
年
１

月
１
日
現
在
の
住
所
地
の
市
町
村

で
発
行
し
た
所
得
証
明

申
請
を
し
て
い
な
い
方
へ

　

小
学
校
修
了
前
の
児
童
を
養
育
し

て
い
る
方
で
、
所
得
が
一
定
額
未
満

の
場
合
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
個
人
通

知
は
し
て
い
な
い
の
で
、
該
当
す
る

と
思
わ
れ
る
方
は
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

今
月
は
児
童
手
当
の
支
給
月
で
す

　

２
月
か
ら
５
月
ま
で
の
４
カ
月
分

の
児
童
手
当
を
６
月
10
日
㈫
に
口
座

に
振
り
込
み
ま
す
。

問　

子
育
て
支
援
課（
内
線
424
・
425
）

　
　

各
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

み
や
ぎ
っ
こ
子
育
て
家
庭
応
援

事
業
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す

ー
協
賛
店
・
協
賛
企
業
を
募
集
中
ー

　

県
で
は
、
子
育
て
家
庭
を
地
域
全

体
で
支
援
す
る
環
境
づ
く
り
を
進
め

る
た
め
、
み
や
ぎ
っ
こ
子
育
て
家
庭

応
援
事
業
を
開
始
し
ま
す
。
こ
れ
は
、

子
育
て
世
帯
（
15
歳
未
満
の
子
ど
も

ま
た
は
妊
娠
中
の
方
が
い
る
世
帯
）

が
協
賛
店
・
協
賛
企
業
で
商
品
購
入

や
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
際
、
県
が

発
行
す
る
「
応
援
カ
ー
ド
」
を
提
示

す
れ
ば
、
割
り
引
き
や
各
店
ポ
イ
ン

ト
カ
ー
ド
の
割
り
増
し
な
ど
が
受
け

ら
れ
ま
す
。

　

現
在
、
こ
の
事
業
の
協
賛
店
・
協

賛
企
業
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

協
賛
内
容　

サ
ー
ビ
ス
は
子
育
て
に

関
わ
る
内
容
で
あ
れ
ば
、
ポ
イ
ン

ト
割
り
増
し
や
粉
ミ
ル
ク
用
お
湯

の
提
供
な
ど
、
お
店
や
企
業
が
自

由
に
決
め
ら
れ
ま
す
。

募
集
期
間　

随
時

事
業
実
施
期
間　

平
成
23
年
３
月
31

日
ま
で

応
援
カ
ー
ド　

６
月
中
に
子
育
て
世

帯
へ
配
布
す
る
予
定
で
す
。

問　

県
子
ど
も
家
庭
課　

☎
022
‐
211

‐
２
５
２
８
・
子
育
て
支
援
課（
内

線
266
・
425
）

現況届日程表

向陽地区コミュニティーセンター
稲井公民館（１階　ホール）
渡波公民館（２階　会議室）
文化センター（２階　第４研修室）
荻浜支所
河北総合支所（保健福祉課窓口）
北上総合支所（保健福祉課窓口）
雄勝総合支所（保健福祉課窓口）
桃生総合支所（桃生公民館管理事務室）
（※中津山二小体育館側からお入りください）

大原出張所
牡鹿保健福祉センター（清優館）

河南母子健康センター

鹿又農業研修センター

6／18㈬・19㈭
6／20㈮
6／23㈪・24㈫
6／26㈭・27㈮
6／25㈬
6／18㈬～20㈮
6／18㈬・19㈭
6／19㈭・20㈮

6／23㈪・24㈫

6／18㈬

6／18㈬・19㈭

6／20㈮

 

  
9：30～12：00

13：00～16：00

  9：00～12：30
13：30～17：30
  9：30～12：00
13：00～16：00
  9：30～12：00
13：00～15：00

受付時間

牡鹿総
合支所

河南総
合支所

会　　　　場 期　　日
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◆年金請求などの年金相談
　０５７０－０５－１１６５番
◆「ねんきん特別便専用ダイヤル」
　０５７０－０５８－５５５番　

医療費が高くなったとき

後期高齢医療制度被保険者の皆さんへ
　１か月の医療費が高額になったときは、申請をして認め
られると、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。

※１　「＋１％」は医療費が２６７，０００円を超えた場合、超過額の
１％を追加負担。（　）内は年４回以上該当した場合の４回
目以降の額。

※２　低所得Ⅱ…世帯全員が住民税非課税の方
低所得Ⅰ…世帯全員が住民税非課税であって、世帯の所得

が一定以下の方
　低所得Ⅰ・Ⅱの方は、入院の際に「限度額適用・標準負
担額減額認定証」の交付を受けることによって、自己負担
限度額と食事代が減額になりますので、保険年金課、各総
合支所、支所の窓口に申請してください。ただし、世帯全
員の所得申告が必要となります。
問　保険年金課（内線471・648）

◎「ねんきんダイヤル」は、全国の年金電話相談センター
などのうち、回線が空いているところにつながります。
◎通話料金は一般固定電話の場合、接続先にかかわらず市
内通話料金でご利用できます。
◎電話機の設定、ＰＨＳなど電話機によってはご利用でき
ない場合がありますのでご注意ください。このような場
合は、他の電話機でおかけ直しいただくか最寄りの社会
保険事務所をご利用ください。 
問　石巻社会保険事務所　☎22-5117　保険年金課（内線
256・257）・各総合支所市民生活課・各支所

  社会保険庁では、「ねんきんダイヤル」サービスを開始
しています。

自己負担限度額（月額）
外来（個人ごと） 外来＋入院（世帯単位で合算）

現役並み
所 得 者

低所得※2
一　　般

１５，０００円
８，０００円

２４，６００円
Ⅰ
Ⅱ

１２，０００円 ４４，４００円
（４４，４００円）※１４４，４００円
８０，１００円＋１％

問
問

「ねんきんダイヤル」へ「ねんきんダイヤル」へ
電話での年金相談は

受付時間　午前８時30分～午後５時15分
 （土・日・祝日を除く）

イ　　イ　 ロウ 　ゴ

国
民
健
康
保
健
加
入
の
皆
さ
ん
へ

…
簡
易
申
告
は
お
済
み
で
す
か
？

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

世
帯
は
、
毎
年
必
ず
前
年
の
所
得
金

額
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
申
告
す

る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

　

国
保
世
帯
の
世
帯
主
（
本
人
自
身

が
国
保
に
加
入
し
て
い
な
い
場
合
も

含
み
ま
す
）
と
国
保
に
加
入
し
て
い

る
世
帯
員
全
員
の
合
算
所
得
金
額
が
、

一
定
基
準
額
を
下
回
る
場
合
、
均
等

割
額
（
一
人
ひ
と
り
に
か
か
る
額
）

と
平
等
割
額
（
世
帯
ご
と
に
か
か
る

額
）
が
軽
減
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま

す
の
で
、
次
の
よ
う
な
方
は
必
ず
簡

易
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

①
平
成
19
年
中
に
収
入
の
な
か
っ

た
方
。（
平
成
19
年
中
の
収
入

が
雇
用
保
険
な
ど
の
非
課
税
所

得
の
み
の
方
も
含
み
ま
す
）

②
平
成
19
年
中
に
障
害
・
遺
族
年

金
を
受
給
し
て
い
た
方
。（
た

だ
し
、
国
民
年
金
な
ど
の
受
給

者
は
、
申
告
は
不
要
で
す
）

③
平
成
19
年
中
に
扶
養
、
仕
送
り
、

退
職
金
・
預
貯
金
で
生
活
し
て

い
た
方
な
ど
。

受
付
場
所

　

本
庁
１
階　

保
険
年
金
課
保
険
税

グ
ル
ー
プ
窓
口
９
番
お
よ
び
各
支
所
、

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
国
保
税
担

当※
す
で
に
税
務
署
や
市
役
所
、
各
総

合
支
所
で
国
保
加
入
者
分
（
国
保

に
加
入
し
て
い
な
い
世
帯
主
も
含

む
）
の
申
告
を
済
ま
せ
て
い
る
場

合
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

※
国
保
加
入
世
帯
の
中
に
、
①
～
③

の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
１
人
で
も
未
申

告
の
方
が
い
る
と
、
保
険
税
の
軽

減
や
高
額
療
養
費
の
負
担
限
度
額

の
判
定
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問　

保
険
年
金
課
（
内
線
249
・
275
・

649
）・
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

証
明
書
自
動
交
付
機
の
お
知
ら
せ

　

自
動
交
付
機
で
、
平
日
は
も
ち
ろ

ん
休
日
で
も
、
住
民
票
、
印
鑑
登
録

証
明
書
を
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
設
置
場
所
と
利
用
時
間

・
市
役
所
本
庁
舎
玄
関
ホ
ー
ル

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時

　
（
12
月
29
日
～
１
月
３
日
は
除
く
）

※
自
動
交
付
機
の
利
用
に
は
、
暗
証

番
号
の
登
録
が
必
要
で
す
。
詳
し

く
は
、
市
民
課
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問　

市
民
課
（
内
線
258
・
441
）

※
健
診
日
程
は
、
全
戸
配
布
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
健
診
期
間
内
に
受
診
で
き
な
い
方
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
「
市
国
民
健
康
保
険
特
定
健
康
診
査
等
実
施
計
画
」
を
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

問　

健
康
推
進
課
（
内
線
267
）・
保
険
年
金
課
（
内
線
646
・
647
）・
各
総
合
支
所

保
健
福
祉
課

６
月
か
ら
、市
の
特
定
健
康
診
査
が
始
ま
り
ま
す
！

（
平
成
20
年
４
月
１
日
現
在
）

石
巻
市
国
民
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
る
方

（
40
〜
74
歳
の
方
全
員
）

健
診
の
実
施
時
期
に
あ
わ
せ
順
次
受
診
票
が
届
き
ま
す
。

受
診
票
を
持
参
の
上
、
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
し
て
い
る
方

（
平
成
20
年
１
月
〜
２
月
に
健
診
希
望
の
申
し
込
み
を
さ

れ
た
方
）

健
診
の
実
施
時
期
に
あ
わ
せ
順
次
受
診
票
が
届
き
ま
す
。

申
し
込
み
を
し
て
い
な
い
方
で
健
診
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
以
外
の

被
用
者
保
険
に
加
入
し
て

い
る
方

加
入
す
る
保
険
者
か
ら
送
付
さ
れ
る
受
診
券
、
保
険
証

な
ど
持
参
の
上
、
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。


